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番号 名前 禄高 供述概要（意訳） 日付 備考

1 古屋又次郎 17石5斗

2月15日以後は自宅にいた。2月23日に薩摩軍が村に入ってきて人心不穏であったところ、同26日に蒸

気船が砲発したため、村が数十戸焼失。病身の老母を連れて近くの山影に仮小屋を建て家内なども立

退いた。その後、水車を内職にしていたので平穏な時は村方の粮米搗方等に参っては仕事をしてい

た。そうしていたところ仮小屋を立ち退いた際に薩摩軍が私の所に来て焚き出しをしていたので何度

も断ったが聞き入れなかった。水車から米を都合10俵ばかり取り出して焚いていたので、これは他人

の米であることを理由に断っていたが代金を払うとのことだったので、当時の相場で米1俵につき1円

75銭の代銭を受け取り、米屋には理由を話して代銭を支払った。この始末は前述の通り、何度も断っ

たけれども薩摩軍が聞き入れなかったのでやむを得ない次第である。そのままにしていたら6、7日程

焚き出しをしたのち、薩摩軍は野出村の方へ行ったのでそのあとは私の家では焚き出し宿等は行わな

かった。また、薩摩軍が出張中は熊本縣士の財津儀角ら５、６名が薩摩軍の教導のようにしてやって

来て財津たちから「私からの印鑑がないのは都合が悪いので、印鑑を受け取って諸事を世話してく

れ」と言われたが、村方の者は「話はもとより居村の事は世話をするが戦争等の事については手伝え

ない」と断った。すると木留本陣から来て断わりの旨を聞いてきたので、やむを得ず同小区河内村の

吉住と一緒に行って山崎助之允に応対して村の世話はするが戦争の手伝いはできないことを断って引

き取ってきた。これによって印鑑も渡していない。その後、村民の家物が所々持ち出されることが

あったので、盗賊の恐れがあるとして村内で消防などを相談し、夜回り等を行った。数十日、薩賊か

ら漁留があった（当村は漁師が多いので粮米等に難渋した）ため貧民救済を村方組頭等に相談した。

また、当縣士の水上素平が当区へやってきて七小区中を取りまとめて世話を取り計らってほしいと相

談したが水上の考えが変わったので、私は居村の世話だけをしていたというのは前文の次第である。

明治10年6月3日

2 高田礎門 無禄
2月15日以後は家にいて家事をしていたところ、同月24日に薩摩軍が入り込んできたが万事関係がない

ため、もっぱら村方窮民取り救い等について世話をして何処へも出かけていない。
明治10年5月7日 頭に「不用」とあり。

3 池田宗哲
無禄（医

師）

2月15日から26日迄は平常通り。同日午後4時頃に海上から砲発があり宅地を立ち退き同村山影の字小

谷というところの田の中に仮小屋を設けて60日余り病用を営んでいた。4月29日に元の宅地に帰った。
明治10年5月4日

4 古屋又次郎 17石5斗

2月15日以後は自宅にいたが同月24日に当村へ薩摩軍が入り込んできたことについて人心不穏にしてい

たところ同月26日ごろに蒸気船から砲発のため村方は動揺し家財等持出立退いた。盗賊の恐れもある

ため近辺の士族ならびに組頭などと相談し、居村保護に努めた。当村は漁師ばかりなので昨年は二度

免じられていて、大変零落しているので、貧民救済の世話方を行っていた。

明治10年5月7日
１と同一人物？

頭に「不用」とあり

5 大久保一郎 無禄

2月15日より22日迄平常通り。同月23日薩摩軍が村へ入り込んだため煩わしく思い家財等を片付けてい

るうちに26日に軍艦から砲発があり、村中が動揺し、私も同じく驚いたため同区民洞へ立ち退いた。

そのうち薩摩軍が引き払ったので、4月21日に自宅へ帰った。

明治10年5月8日

6 宮崎佳久彌 無禄

2月15日から22日迄平素の通り。同月23日に薩摩軍が村に入り込んで吉良ので煩わしく思い家財などを

片づけていたところ、26日に軍艦から砲発のため村中が大いに動揺し、私の驚いたので同区河内村の

岡嶋順吾の家に妻子とともに立ち退いた。同27日にも砲発により自宅が焼失したのでそのまま岡嶋宅

に寄留した。賊徒が引き払ったのち、4月26日に帰村し、縁家の平川八郎家に仮住まいしている。

明治10年5月8日

7 林楯蔵 35俵

私はここ数年眼病のため2月15日も宿にいて、今般の変動で家内を取り片づけていたところ2月26日に

軍艦から砲発のため老母妻子を連れて同区六小区野出村の内、焼野というところの平民・中村為七の

牛小屋を借り受けて数十日仮住まいをしていた。4月16日に本家へ帰宅した。もっとも、銃、黒印艦等

は持っていない。

明治10年5月8日

8 井上亀彦
11俵3斗5

升

2月15日から22日迄自宅にいた。同月23日に薩摩軍が村中に入ってきたので煩わしく思い家財を片付け

ていたところ、同26日に軍艦から砲発になり、大いに動揺し船津村のうち尾跡というところの平民・

末川喜八の家に立退いた。4月18日に自宅へ帰った。

明治10年5月8日

9 中村善七郎 無禄

2月15日から22日迄平常通り。同月23日に薩賊が入り込んだため煩わしく思い家財等を取り片づけてい

たところ2月26日に軍艦が砲発したため村内人民大動揺、自分も同じく驚いて家内を連れて尾跡村へ立

退き、字小谷というところの畑中に仮小屋をかけた。4月15日に薩賊が引き払ったので同21日に元の家

に帰った。

明治10年5月

10 吉永秀世 無禄

2月15日から22日迄平常通り。同23日に薩賊が入り込んだため煩わしく思い家財等を取り片づけていた

ところ2月26日に軍艦から砲発。村内人民大いに動揺し、所々に逃散。私も同様にて老母を連れて同村

字尾跡邑へひとまず立退き、翌27日に同大区六小区嶽村へ立ち退いた。薩賊が4月15日に引き払ったの

で同21日に帰宅した。

明治10年5月 河内阿蘇神社祠官

11 杉本仙太良 無禄

2月15日から22日まで平常の通り。23日に賊徒が村中へ入り込んできたので煩わしく思い家財等を取り

片づけていたところ2月26日に軍艦が砲発し、村内人民が動揺いたし、自分も同じく驚き六小区野出村

のうち焼野というところの平民・中村為七の家に立ち退いた。そのうちに賊徒が引き払ったので4月18

日に帰宅した。

明治10年5月8日

12 平川仁十郎 無禄

2月15日から22日迄平常通り、何処へも出かけていない。23日に賊徒が村中へ入り込み、26日には軍

艦から砲発。村方人民は動揺し、自分も同じく驚いて船津村のうち尾跡というところの平民・末川喜

八の家に立ち退いた。そのうちに賊軍が引き退いたの4月16日に自宅へ帰った。

明治10年5月8日

13 平川八郎 無禄

2月15日から22日迄平常の通り、何処へも出かけていない。23日、賊徒が村中へ入り込み、同月26日

に軍艦が砲発。村方人民が動揺し、自分を同じく驚き船津村のうち尾跡というところの平民・末川喜

八の家に立ち退いた。賊軍が引き退いたので4月16日に自宅へ帰った。

明治10年5月8日

14 古屋又次郎 17石5斗

2月15日以後は自宅にいた。同月23日に当村に薩賊が入り込んだため人心不穏になっていたところ同月

26日に蒸気船から砲発。村も動揺し、その上数十戸焼失し、老母は病態であったため、近くの山陰に

小屋を建てて家内等も立ち退いていた。もとより薩賊からの印鑑等も受け取ってはいない。

明治10年5月7日 1、４と同一人物？

15 古屋倉次 有禄
2月15日以後は宿元にいたところ薩賊が当村へ入り込み、のちに官軍艦より砲発があった。大砲がしき

りに破裂したときは近辺の仮屋へ立退いた。もとより薩賊からの印鑑等は受け取っていない。

明治10年5月7日（奥書

は5月8日）

古屋又次郎の父、隠居

戸長笠房雄の奥書あり

16 田中平蔵 無禄

2月15日から23日迄平常通り。同日賊徒が村中に入り込んだため煩わしく思い家財等を取り片づけてい

たところ26日に軍艦から砲発した。河内村のうち山を隔てた須原というところまで逃げ、4月17日に居

宅へ帰った。

明治10年5月 船津村新四十番地



番号 名前 禄高 供述概要（意訳） 日付 備考

17 斎藤仙次郎
8石7斗5

歩

2月15日から22日迄平常の通り。23日に賊徒が村中に入り込んだため煩わしく思い家財等を取り片づけ

ていたところ2月26日に軍艦から砲発。村中大いに動揺し、私も同じく驚いて船津村のうち民洞という

ところに立退いた。その後、賊徒が引き退いたので4月15日に自宅に帰った。

明治10年5月8日

18 斎藤春太
（無記

載）

2月15日から22日迄平常通り。23日に賊徒が村中に入り込んだため煩わしく思い家財等を取り片づけて

いたところ、2月26日に軍艦から砲発。村中おおいに動揺、自分も同じく驚き船津村のうち民洞という

ところに立ち退いた。その後、賊徒が引き退いたので4月15日に帰宅した。

明治10年5月8日 斎藤仙次郎の父、隠居

19 橋本十五郎 無禄

2月15日から23日迄平常通り自宅にいた。同日賊徒が村中に入り込んだため煩わしく思い家財等を片づ

けていたところ、26日に軍艦より砲発。早々に家財を持ち出して山蔭の畑中へ仮小屋住まいをし、4月

29日に元の家に帰った。

明治10年5月9日 橋本儀兵の父、隠居

20 高田礎門 無禄

2月15日以後は自宅にいて家事をしていた。23日に薩賊が村に入りこみ、煩わしく思い家財道具などを

片付けていたところ26日に軍艦が砲発。村内の人民は動揺し、自分も同じく驚き家内を連れて居村の

うち字小谷というところへ仮小屋を建て老父母を立ち退かせた。自分と家内は居村のうち掛持の小屋

と道具を盗難される恐れもあり、その小屋にいたが、大砲が矢先で破裂し弾や火災の恐れがあったの

で当日村の山影に仮小屋をかけて滞在した。折々老人たちのところへ行ったが、他の場所へは行か

ず、諸事とは関係せずにいた。賊徒が4月15日に引き払ったので、同16日に自宅へ帰った。

明治10年5月9日 2と同一人物？

21 松村喜平 無禄

2月15日より以前に熊本新二丁目に居住している父方の従弟・近藤信英の料理店へ手伝いとして出稼ぎ

に行っていた。同18日より同人の家族が第三大区七小区田迎村の木村平馬宅へ引き退いたので、一同

もそこへ行き信英は同村の出小屋で酒店を営んだので手伝いをして今日までそこにいた。

明治10年5月8日

22 村上義雄 10石5斗

2月15日から自宅にいたところ、鹿児島賊徒が村に入り込み一時人心不穏となり、同19日から第一大区

第七小区居住の士族実家西田廣規方へ老母を見舞うために出掛けていた。その際、熊本城下が焼失し

たため同家にいる老母の立退きの世話をし、消防に手を尽くした。同24日に帰宅したところ26日に軍

艦から砲発。同村の古屋又次郎屋敷下に仮小屋を設けてずっとそこに潜んでいた。

明治10年5月10日

23 村上義雄 10石5斗

2月15日に自宅にいたところ鹿児島賊徒が乱入の巷説があり一時人心不穏の状況だった。19日に第一大

区小七区に居住の士族実家西田廣規方へ老母の見舞いのために訪れていたところ、熊本城下が所々焼

失していたので同家に滞在していた老母の立退の世話や家の消防に手を尽くし24日に帰宅した。26日

に軍艦から砲発があり、村内の者どもは所々に仮小屋を設けてことごとく逃散した。自分も同村の古

屋又次郎屋敷の下に仮小屋を設け潜んでいた。居村の人民が消防等について相談し火の元や盗賊の恐

れもあるので、村中で保護をしていたところ4月上旬に当県士族の水上素平なる者が当小区鎮撫惣長の

名を唱えて集会の廻章を廻したが自分は病気のため出られなかった。かつ菊池郡正観寺村に住む林正

直方に母を立ち退かせていたので見舞いに行きたく思っていた。４月６日ごろに河内村の吉住萬房が

竹迫門鹿ノ水村の小山門喜が隠れているところに用事があったため居村に来ていたので、これ幸いと

同行して林方へ立寄ったが、菊池方面は戦争中だったため通行できず小池村に一泊して翌七日に村に

帰った。歯痛で伏せていたところ4月15日に賊徒が引き払ったため29日に自宅へ帰った。

明治10年6月
異筆だが22と同一人物？

戸長笠房雄の奥書あり

24 志水清太郎 無禄

2月15日から26日迄平常通り家事をしていたところ、同日軍艦から砲発につき同区河内村清田喜兵方へ

家族と一緒に立ち退き、どこへもでかけなかった。4月15日に賊徒が引き払ったため、元の居宅に帰っ

た。

明治10年5月

25 吉田平蔵 無禄

2月15日から26日迄平常通り家事をしていたところ、同日軍艦より砲発のため同区河内村のうち須原と

いう場所にいる平民大野値太方へ家族と立退き、同人の小屋を借り受けて4月11日迄寄留していた。12

日から船津村のうち尾跡字影平というところへ諸道具を入れた仮小屋をそのままにして引き払った。

16日に元の宅地へ帰った。

明治10年5月

26 嶋津豊喜 無禄

2月15日から26日迄平常通りに家事をしていたところ、26日の午前10時ごろから家族とともに第十五

大区一小区湯島村之平民森丈五郎宅へ寄留した。4月15日に賊徒が引き払ったため、5月7日に元の宅地

へ帰った。

明治10年5月

27 中村一人 無禄

2月15日から26日迄平常通りに家事をしていたところ、同日軍艦から砲発があり同区内河内村のうち須

原という山中の民家大野値太方へ立退き、4月11日迄寄留しどこへも出かけなかった。同月12日に船津

村のうち尾跡というところへ諸道具を入れた仮小屋のまま引き移った。同月18日に元の宅地へ帰っ

た。

明治10年5月 中村篤三郎養子

28 中村篤三郎 無禄

2月15日から26日迄平常通りに家事をしていたところ、同日軍艦から砲発があり同区内河内村のうち須

原という山中の民家大野値太方へ立退き、4月11日まで寄留しどこへも出かけなかった。同月12日に船

津村のうち尾跡というところへ諸道具を入れた仮小屋を引き移った。同月18日に元の宅地へ帰った。

明治10年5月 27と同筆

29 塩田勝平次 無禄

2月15日から26日まで平常の通り家事をしていたところ、同日軍艦より砲発したため同村のうち尾跡字

小谷というところに家族と立ち退き、仮小屋も設けてどこへも行くことなく、4月15日に賊徒が引き

払ったため元の宅地へ帰った。

明治10年5月

30 塩田礎市郎 無禄

2月15日から26日まで平常通りに家事をしていた同日、軍艦より砲発があったため同村のうち尾跡字小

谷というところへ家族と共に立退き、仮小屋を設け、どこへも行かなかった。4月15日に賊徒が引き

払ったため元の宅地に帰った。

明治10年5月 塩田勝平次長男

31 塩田貞一郎 無禄

2月15日から26日まで平常の通り家事をしていたところ同日に軍艦より砲発があったため、同村のうち

尾跡字小谷という処へ立退き、仮小屋を設け、どこへも行かなかった。4月15日に賊徒が引き払ったた

め、元の宅地に帰った。

明治10年5月 塩田勝平次二男

32 塩田貫一郎 無禄
2月15日から26日まで、平常の通り家事をしていたところ、同日に軍艦より砲発があったため同村のう

ち尾跡字小谷と言うところへ立退き、仮小屋を設けた。賊徒が引き払ったため、元の宅地に帰った。
明治10年5月 塩田勝平次三男

33 河口権蔵 無禄

2月15日から26日まで、平常の通りに家事をしていたところ、同日に御軍艦より砲発になったため同村

のうち切畑というところへ家族とともに立退き、仮小屋を設けてどこへも出掛けなった。4月15日に賊

徒が引き払ったため、16日に元の宅地へ帰った。

明治10年5月



番号 名前 禄高 供述概要（意訳） 日付 備考

34 吉田真幸 無禄

2月15日から26日まで、平常の通りに家事をしていたところ、同日に御軍艦より砲発になったため、同

区河内村のうち須原というところの平民大野値太の所まで立退き、同人の小屋を借り受けて4月11日ま

で寄留しどこへも出かけなかった。同月12日より舟津村のうち尾跡字影平というところへ諸道具を入

れていた仮小屋の方へ移り、同月16日に元の宅地へ帰った。

明治10年5月 吉田■蔵長男

35 中村善四郎 無禄

2月15日から26日まで、平常の通りに家事をしていたところ、御軍艦より砲発になったので、同村のう

ち尾跡字小谷というところへ家族と共に立退き、仮小屋に住みどこにも行かなかった。4月15日に賊徒

が引き払ったため、同月17日に元の宅地へ帰った。

明治10年5月

36 中村七三郎 無禄

2月15日から26日まで、平常の通りに家事をしていたところ、同日御軍艦より砲発になり、同村のうち

尾跡字小谷というところへ家族と共に立退き、仮小屋に住んでどこへも出かけなかった。4月15日に賊

徒引き払いのため4月16日に元の宅地へ帰った。

明治10年5月 中村善四郎三男

37 河口勘六 無禄

2月15日より26日まで、平常の通り家事をしていたところ、同日御軍艦より砲発になり、同村のうち字

切畑というところへ立退き、仮小屋を設けどこへも出かけずにいた、4月15日に賊徒が引き払ったため

16日に元の宅地へ帰った。

明治10年5月9日 河口権蔵養子

38 高田和吉 無禄
2月15日より26日まで居たところ、同日御軍艦より砲発になり、同村のうち字小谷というところへ仮小

屋を設けて立退いた。4月16日に元の宅地へ帰った。
明治10年5月 高田礎門父、隠居

39 中村善五郎 無禄

2月15日から26日まで平常の通りに家事をしていたところ、同日御軍艦より砲発になり、同村のうち尾

跡字小谷というところへ家族と共に立退き、仮小屋に居住してどこへも出かけなかった。4月15日に賊

徒が引き払ったため17日に元の宅地へ帰った。

（以下、異筆）中村善五郎は私の二男で4月24日から御軍艦御用水夫頭取にて蒸気船に乗り組んでいる

ので、私よりお届け致します。　父　中村善四郎

明治10年5月 中村善四郎次男

40

中村善五郎

北島米太

吉住延房

田上貞斎

右の者より6月中より調べ済みの印鑑を下し渡す儀を達したが未だに出署せず。甚だ不都合であるた

め、昨15日午前10時までに実印をもって出署する旨を追って達し、昨午後2時までに別達申し付け即刻

達書に及んだ。右の内、吉住延房は巡査に奉職していて先達てより出張しているため代人が来る旨を

聞いている。弥納養子の田上貞齊は当区居住の者では無いので、その筋へ達してほしい。この旨答書

とする。

（明治）10年8月16日

戸長笠房雄から二本木警

視分署へ（41に対する答

書）

41

中村善五郎

北島米太

吉住延房

田上貞斎

右の者より6月中より調べ済みの印鑑を下し渡す儀を達したが未だに出署せず。甚だ不都合であるた

め、明15日午前10時までに遅れずに実印を持参して当分署へ出張するよう本人へ至急伝えるように。
（明治）10年8月14日

二本木警視分署から戸長

中へ（40に対する指示

書）

42 田中平蔵
明治10年6月12日に呼び出し、鎮撫に加わっていないことを上申した。始末書をもって鎮撫には一切関

係がないことを上申する。
明治10年6月18日

船津村新四十番地

石州戸長吉田末吉の奥書

あり

16と同一人物？

43 下林庄十郎 28石7斗

2月20日より出府し2泊滞在して帰るところ、24日に薩賊が入り込み、その後軍艦が大砲を打ち出火な

どもあり、盗賊の恐れもあったので近辺の士族や消防などと相談し、居村の保護をしていた。薩賊よ

り印鑑は一切受けていない。

明治10年5月6日
頭に「不用」とあり

戸長笠房雄の奥書あり

44 財満郡次 30俵

2月15日より20日まで平常の通り。同23日に賊徒が村内へ入り込んで砲発したので家財等を取り片づけ

ているうちに26日に御軍艦より砲発になり、村内人民は動揺し、自分も同様に船津村の聖ケ塔という

ところへ立退き、仮屋に住んでいたところ3月16日の砲発で元の家が焼失したのでいまも仮屋に住んで

いる。

明治10年5月8日 戸長笠房雄の奥書あり

45 橋本儀兵 無禄

2月15日から23日まで平常の通り自宅にいた。同日賊徒が村に入り込んできて煩わしかったので家財等

を取り片づけているうちに26日に御軍艦より砲発になり早々に家財等を持ちだし、山蔭の畑中へ仮小

屋住まいをしていた。4月29日に元の家に帰った。

明治10年5月


